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   令和元年度柏市健全化判断比率等審査の意見について  

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２

２条第１項の規定により審査に付された令和元年度柏市健全化判断

比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類について審査した結果，次のとおり意見書を提出します。  
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凡    例  

 

 １  比 率 (％ )は ， 総 務 省 が 示 す 健 全 化 判 断 比 率 等 の 算 定 方 法  

  に 基 づ き ， 原 則 と し て 小 数 点 以 下 第 ２ 位 ま た は 第 ３ 位 を 切  

  り 捨 て て 表 示 し た 。  

 ２  ポ イ ン ト と は ， 比 率 （ ％ ） 間 の 単 純 差 引 数 値 で あ る 。  

３  表 中 の 該 当 数 値 な し の 場 合 は ，「 － 」 で 表 示 し た 。  

４  表 中 の 負 数 は ，「 △ 」 で 表 し た 。  

５  文 中 の 金 額 は 千 円 単 位 で 表 示 し た が ， 単 位 未 満 を 四 捨 五  

 入 し た 。  
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令和元年度  柏市健全化判断比率審査意見  

 

１  審査の対象  

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９ ４ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 で 定 義 す る 次 の 比 率 （ 以 下

総 称 し て 「 健 全 化 判 断 比 率 」 と い う 。） 並 び に そ の 算 定 の 基 礎 と

なる事項を記載した書類  

 (1) 実質赤字比率  

 (2) 連結実質赤字比率  

 (3) 実質公債費比率  

 (4) 将来負担比率  

 

２  審査の期間  

  令和２年６月１日から令和２年８月１２日まで  

 

３  審査の概要  

  令和元年度健全化判断比率の審査は，市長から提出された 健全

化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につい

て，計数，所管部署から提出された関連資料との突合及び関係職

員からの説明聴取等により，以下の視点から行った。  

 (1) 健全化判断比率は，法令等に則して正確に算定されているか。  

 (2) 健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は，

適正に作成されているか。  

 (3) 前年度の当該審査に係る意見書において付した意見への対応

状況について。  

 

４  審査の結果  

  審査は，柏市監査基準に準拠し実施した。その結果， 審査に付

された健全化判断比率は，関係法令の規定に基づいて算定され，

かつ，その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成さ

れているものと認められた。  

  また，健全化判断比率は，財政健全化計画の策定が義務付けら
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れる基準として国が定める「早期健全化基準」を下回っているこ

とが認められた。  

 

５  各比率の状況  

  近年の健全化判断比率の推移は，次のとおりである。  

（ 単 位 ： ％ ）  

 2 9 年 度  3 0 年 度  元 年 度  
早 期 健 全

化 基 準  

財 政 再 生

基 準  

実 質 赤 字 比 率  
－  

(△ 4 . 8 2 ) 
－  

(△ 5 . 6 7 ) 
－  

(△ 5 . 0 7 ) 11.25  20.00  

連 結 実 質 赤 字 比 率  
－  

(△ 2 6 . 3 0 ) 
－  

(△ 2 6 . 6 9 ) 
－  

(△ 2 8 . 9 3 ) 16.25  30.00  

実 質 公 債 費 比 率  4.1  2.9  2.2 25.0  35.0  

将 来 負 担 比 率  
－  

(△ 1 4 . 7 ) 
－  

(△ 3 1 . 1 ) 
－  

(△ 3 4 . 7 ) 350.0   

 ＊ 実 質 赤 字 比 率 ,連 結 実 質 赤 字 比 率 及 び 将 来 負 担 比 率 は ， 黒 字 収 支 の た め 比 率 は 算

定 さ れ て お ら ず 「 － 」 表 示 と な る 。 参 考 の た め 財 政 部 財 政 課 提 出 「 健 全 化 判 断 比

率 等 監 査 資 料 」 か ら 算 出 さ れ る 数 値 を 括 弧 内 に 掲 載 し た 。  

  

  前年度と同様，すべての比率が早期健全化基準を下回っている。  

  実 質 赤 字 比 率 ,連 結 実 質 赤 字 比 率 は ， い ず れ の 会 計 に お い て も

実質収支が黒字となった。  

  実質公債費比率は，前年度を 0.7 ポイント下回る 2.2％となり，

早期健全化基準（ 25.0％）を下回った。  

  

 (1) 実質赤字比率  

   一般会計等における実質収支の赤字額の標準財政規模に対す

る比 率， す なわ ち 一般 会計 等 の赤 字 額が １年 間 の 経 常 一般 財 源

に対 して ど れく ら いの 割合 に なる の かを 示 し た もの で あり ， 財

政運 営の 悪 化の 度 合い を示 す 指標 で ある 。令 和 元年 度 の市 の 一

般会計等の実質収支は 3,995,736 千円の黒字となったことから，

実質赤字比率は算定されなかった。  

 

 (2) 連結実質赤字比率  

   市の全会計における実質収支の赤字額（公営企業会計は資金

の不 足額 ） の合 計 の標 準財 政 規模 に 対す る 比 率 ，す な わち す べ

ての 会計 の 赤字 額 が１ 年間 の 経常 一 般財 源 に 対 して ど れく ら い

の割 合に な るの か を示 した も ので あ り， 地方 公 共団 体 全体 の 財
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政運 営の 悪 化の 度 合い を示 す 指標 で ある 。 令 和 元年 度 の市 の 実

質収 支は す べて の 会計 にお い て黒 字 とな り， そ の実 質 収支 額 及

び資 金 剰 余額 の 合 計 は 22,790,391 千円 と な った こ と から ， 連

結実質赤字比率は算定されなかった。   

    

 (3) 実質公債費比率  

   一般会計等が決算年度に負担する地方債等の元利償還金及び

これ に準 ず る経 費 の合 計の 標 準財 政 規模 （基 準 財政 需 要額 に 算

入 さ れ る 公 債 費 等 を 除 く 。） に 対 す る 比 率 ， す な わ ち 借 入 金 の

返済 額な ど が１ 年 間の 経常 一 般財 源 に対 して ど れく ら いの 割 合

にな るの か を示 し たも ので あ り， 地 方公 共団 体 の実 質 的な 公 債

費負 担の 規 模を 示 す指 標で あ る。 直 近の ３か 年 にお け る算 出 値

の平均により算定した市の実質公債費比率は，前年度を 0.7 ポ

イント下回り， 2.2％となった。  

 

 

 (4) 将来負担比率  

   一般会計等が将来にわたって負担すべき実質的な負債の総額

の 標 準 財 政 規 模 （ 基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 さ れ る 公 債 費 等 を 除

く 。） に 対 す る 比 率 ， す な わ ち 地 方 債 残 高 や 複 数 年 契 約 に 基 づ

く支 払， 職 員の 退 職金 など が １年 間 の経 常一 般 財源 に 対し て ど

れく らい の 割合 に なる のか を 示し た もの であ り ，地 方 公共 団 体
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の実 質的 な 負債 の 規模 を 示 す 指標 で ある 。 令 和 元年 度 の市 の 将

来負 担比 率 は， 地 方債 の現 在 高や 債 務負 担行 為 に基 づ く支 出 予

定額などの将来負担額 128,245,077 千円に対して，財政調整基

金や都市計画税等の充当可能財源等 152,689,397 千円が上回っ

たことから，将来負担比率は算定されなかった。  
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（参考）柏市健全化判断比率等の算定対象となる会計の範囲  

柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計

学校給食センター事業特別会計

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

介護老人保健施設事業特別会計

病院事業会計

水道事業会計

下水道事業会計

法
非
適

用
企
業

公設総合地方卸売市場事業特別会計

東葛中部地区総合開発事務組合

柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合

千葉県市町村総合事務組合

千葉県後期高齢者医療広域連合

北千葉広域水道企業団

柏市土地開発公社

柏市まちづくり公社

柏市医療公社

柏市みどりの基金

千葉県信用保証協会　他

一部事務組合・広域連合

地方公社・第三セクター等

健全化判断比率等の対象範囲

一
般
会
計
等

（
普
通
会
計

）

一般会計

一般会計等に
属する特別会計

公
営
事
業
会
計

一般会計等以外の
特別会計のうち
公営企業に係る
特別会計以外の
特別会計

公
営
企
業
会
計

公営企業に
係る会計

法
適
用
企
業

連

結

実

質

赤

字

比

率

実

質

公

債

費

比

率
将

来

負

担

比

率

資

金

不

足

比

率

実

質

赤

字

比

率

（会
計
ご
と
に
算
定
）

 

＊ （ 出 典 ） 財 政 部 財 政 課 「 平 成 3 0 年 度 決 算 に か か る 健 全 化 判 断 比 率 及 び 資 金 不 足

比 率 に つ い て 」  

＊  表 中 の 「 法 適 用 企 業 」 と は 地 方 公 営 企 業 法 の 全 部 又 は 一 部 を 適 用 す る 公 営 企 業 ，  

 「 法 非 適 用 企 業 」 と は そ れ 以 外 の 公 営 企 業 で あ る 。  
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令和元年度  柏市資金不足比率審査意見  

 

１  審査の対象  

  法第２２条第２項で定義する資金不足比率並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類  

 

２  審査の期間  

  令和２年６月１日から令和２年８月１２日まで  

 

３  審査の概要  

  令和元年度資金不足比率の審査は，市長から提出された資金不

足及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について，計数，

所管部署から提出された関連資料との突合及び関係職員からの説

明聴取等により，以下の視点から行った。  

 (1) 資金不足比率は，法令等に則して正確に算定されているか。  

 (2) 資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は，適

正に作成されているか。  

 (3) 前年度の当該審査に係る意見書において付した意見への対応

状況について。  

 

４  審査の結果  

  審査は，柏市監査基準に準拠し実施した。その結果， 審査に付

された資金不足比率は，関係法令の規定に基づいて算定され，か

つ，その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成され

ているものと認められた。  

  また，いずれの公営企業会計における資金不足比率についても，

経 営 健 全 化 計 画 の 策 定 が 義 務 付 け ら れ る 基 準 と し て 国 が 定 め る

「経営健全化基準」を下回っていることが認められた。  

 

５  各公営企業会計における資金不足比率の状況  

  資金不足比率は，各公営企業会計における資金不足額の当該公

営企業の事業規模に対する比率，すなわち公営企業の赤字額にあ
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たる部分が公営企業の事業規模に対してどれくらいの割合になる

かを示したものであり，公営企業の経営の悪化の度合いを示す指

標である。  

  近年の市の資金不足比率の推移は，次のとおりである。   

 

（ 単 位 ： ％ ）  

 区   分  
資 金 不 足 比 率  

経 営 健 全 化  

基 準  

2 9 年 度  3 0 年 度  元 年 度  

20.00  

法

適

用 

病 院 事 業 会 計  
－  

(△ 3 9 . 8 ) 
－  

(△ 3 9 . 9 ) 
－  

(△ 4 1 . 1 ) 

下 水 道 事 業 会 計  
－  

(△ 6 5 . 4 ) 
－  

(△ 7 0 . 3 ) 
－  

(△ 8 7 . 2 ) 

水 道 事 業 会 計  
－  

(△ 1 1 5 . 3 ) 
－  

(△ 1 1 8 . 0 ) 
－  

(△ 1 3 5 . 0 ) 

法

非

適

用 

公 設 総 合 地 方 卸 売

市 場 事 業 特 別 会 計  
－  

(△ 2 4 . 4 ) 
－  

(△ 2 8 . 7 ) 
－  

(△ 2 5 . 9 ) 

 ＊ 上 表 に お け る 資 金 不 足 比 率 は ， い ず れ も 黒 字 収 支 で あ っ た こ と に よ り 資 金 不 足

額 が 発 生 し な か っ た た め ， 当 該 比 率 は 算 定 さ れ て お ら ず 「 － 」 表 示 と な る 。 参 考

の た め 財 政 部 財 政 課 提 出 「 健 全 化 判 断 比 率 等 監 査 資 料 」 か ら 算 出 さ れ る 数 値 を 括

弧 内 に 掲 載 し た 。 な お ， 当 数 値 は 小 数 点 以 下 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し て 表 示 し て い る 。  

 

  市において資金不足比率の算定対象となるのは，病院事業，下

水道事業，水道事業（以上，地方公営企業法適用の全部又は一部

適用）及び公設総合地方卸売市場事業（地方公営企業法非適用）

の４事業に係る公営企業会計であるが，すべての公営企業会計に

おいて資金不足が発生せず黒字収支となったため，資金不足比率

は算定されなかった。  
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令和元年度  柏市健全化判断比率等審査総括意見  

 

  審査の結果，特に付すべきものと判断した事項を，総括意見と  

 して次のとおり付記する。  

 

１  目標となる指針を持った行財政運営の健全性の確保について  

  健全化判断比率は，すべての比率が早期健全化基準を下回る結

果となった 。また ，資金不足 比率に ついては， 公営企 業４会計と

も黒字収支となり，資金不足は発生しなかった。  

  実質公債費比率や将来負担比率の低下は，市債の新規借入れの

抑制等によ るもの であるが， 令和元 年度予算か ら，元 金償還額以

内に起債を 抑える ことが でき なくな り，また公 共施設 の整備も増

加している 中，今 後地方債は 増加が 見込まれる 状況で ある。 更に

は昨今の新 型コロ ナウ イルス 感染症 拡大の影響 により ，市税等の

収入減や支 出の増 大等財政運 営はま すます厳し くなる 見込みであ

る。  

 健全化判 断比率 だけを見る と ，国 の定めた基 準値 を 下回ってお

り健全であ ること を示す数値 となっ ているが， 財務 書 類に基づき

算出するな ど市の 実情に即し た 独自 の目標値を 定め て ，市が目指

す財政運営 を進め ることが重 要であ る。その 目 標値に ついては全

職員で共有 すると ともに ，事 業の実 施にあたり 市民に 市の財政状

況を理解していただくための説明ができるよう図られたい。  

 また，今後 策定 される 第五次 総合 計画の後期基 本 計 画について，

施策的な視 点だけ ではなく ， 財政運 営的な観点 から 財 政部は早い

段階で調整に参画されたい。  


